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第１章 基本的な考え方 

１．目的   

本プランは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）及び古賀 

市地域防災計画に基づき、高齢者、障がい者等の要配慮者のうち、災害が発生し、又は 

災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な人が円滑かつ迅速に

避難できること、また、避難所等への避難を必要とした場合に、避難支援等関係者及び

避難支援を個人で行う避難支援者が避難所等まで安全かつ迅速に移送できる環境と

避難所等における支援体制を整備することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．位置づけ 

本プランは、古賀市地域防災計画に定めた要配慮者安全確保体制整備計画及び要配

慮者支援計画に基づく下位計画であり、要配慮者対策のうち、避難行動要支援者の避 

難支援について、必要な事項を定めるものである。 

 

3.対象とする災害及び地域 

本プランは、土砂災害や地震など法第２条１号に定める災害を対象とする。また、対

象地域は古賀市全域とする。 

 

４．対象範囲 

  本プランは、避難行動要支援者の支援に関する平常時の取り組みから避難所におけ

る支援体制までを対象とする。 

自助 共助 ～家族、地域等での助け合い～ ～自分の命は自分で守る～ 

公助 ～自助・共助を支援～ 
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第２章 避難行動要支援者情報の把握・共有 

１．避難行動要支援者情報の収集と情報共有 

災害発生時に、避難行動要支援者の安否確認や避難誘導、避難所等での生活支援を

的確に行うためには、避難行動要支援者情報を把握し、避難支援等関係者及び避難支

援者と情報を共有することが重要である。そのため、平常時から避難行動要支援者の居

住地や生活状況等を把握するとともに、情報の共有を図り、災害時にこれらの情報を迅

速に活用できるようにしておく必要がある。このことにより、古賀市個人情報の保護に

関する条例(平成１４年条例第２３号。以下「条例」という。)第７条第３項第２号に基づき、

市の関係課で保有する避難行動要支援者名簿の作成に必要な情報を避難行動要支援

者担当部署が一元的に収集する。 

 

２． 避難行動要支援者名簿の作成 

市は、避難行動要支援者の避難支援等を円滑に実施するため、法第４９条の１０第１項

により古賀市避難行動要支援者名簿【様式第１号 以下「避難行動要支援者名簿」とい

う。】を作成する。 避難行動要支援者名簿の対象は、次の A～G に掲げるいずれかに該

当する人のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難す

ることが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する

在宅の人とする。 

A 介護保険法における要介護３～５と認定された人 

B 身体障がい者 

・視覚障がい１、２級の人 ・肢体不自由１、２、３級の人  

・聴覚音声障がい２級の人 ・内部障がい１、２級の人 

C 知的障がい者 

療育手帳 A、B の人 

D 精神障がい者 

精神障害者保健福祉手帳１級の人 

E ７０歳以上のひとり暮らしの人で、自力避難が困難で名簿登録を希望する人 

F ７５歳以上の高齢者のみ世帯の人で、自力避難が困難で名簿登録を希望する人 

G その他、災害時において支援が必要と認められる人 

※ 施設入所者や長期入院している人等については、当該施設等の対応とし、避難行動 

要支援者名簿の登録対象としない。また、原則家族と同居している人は登録対象と 

しないが、時間帯等によって災害時の避難に不安のある人は G に該当するものと 

し、名簿の登録対象とする。 
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（１）避難行動要支援者名簿に記載する事項 

避難行動要支援者名簿に記載する情報は次のとおりとする。 

ア 氏名 

イ 年齢 

ウ 性別 

エ 住所 

オ 電話番号 

カ 対象区分 

キ 特記事項（その他避難支援等の実施に関し必要と認める事項） 

 

（２）避難行動要支援者名簿の登録(変更)、廃止 

要件区分 E～G により、避難行動要支援者名簿への登録(変更)を希望する人は、

「古賀市避難行動要支援者名簿登録（変更）申請書」【様式第２号】を市へ提出する。 

また、要件区分A～Gにおいて名簿の登録を廃止しようとする時は、速やかに「古賀

市避難行動要支援者名簿登録廃止届出書」【様式第３号】を提出する。 

 

（３）避難行動要支援者名簿の管理 

作成した避難行動要支援者名簿の原本は市が保管する。この名簿は条例第８条第１

項に基づくものであり、避難行動要支援者の避難支援の目的にのみ利用する。 

 

（４）避難行動要支援者名簿の更新 

避難行動要支援者の状況は常に変化することが想定されることから、市は避難行

動要支援者の状況の把握に努め、毎年避難行動要支援者名簿の更新を行う。 

 

3.意思確認 

市は要件区分 A～D に該当する人に対し、災害発生時に避難支援を希望する人を特

定するため、「古賀市避難行動要支援者名簿情報提供同意書」【様式第４号】の提出を求

めるものとする。 

 

４．避難支援等関係者及び避難支援者への情報提供について 

（１）避難行動要支援者同意者リストの作成、提供 

発災時、速やかに避難支援等関係者及び避難支援者の協力が得られるよう、避難行

動要支援者の情報を共有し、支援体制を整えておくことが重要である。そのため、市は

名簿掲載者のうち、避難支援等に関する希望があり、かつ、個人情報の支援関係者等へ

の提供に関する同意があった人について、「古賀市避難行動要支援者同意者リスト」【様

式第５号 以下「避難行動要支援者同意者リスト」という。】を作成し、平常時から避難支

援関係者等へ提供するものとする。 
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（２）避難行動要支援者不同意者等リストの作成、活用 

  市は、名簿掲載者のうち、個人情報の避難支援等関係者及び避難支援者への提供に 

関して不同意であった人または意思確認を行うことができなかった人について、「古賀 

市避難行動要支援者不同意者等リスト」【様式第６号 以下「避難行動要支援者不同意 

者等リスト」という。】を作成し、同リスト掲載者に対し、継続的な意思確認を行うよう努 

める。また、現に災害が発生、又は災害が発生するおそれがある場合には、法第 49 条 

の 11 第３項の規定により、同意の有無に関わらず、避難支援関係者及び避難支援者に 

提供するものとする。 

 

（３）避難行動要支援者同意者リストの情報提供先 

本プランにおける情報提供先は、以下の避難支援等関係者及び避難支援者とする。 

① 自主防災組織 

② 古賀市民生委員・児童委員協議会 

③ 社会福祉法人古賀市社会福祉協議会 

④ 粕屋北部消防本部 

⑤ 古賀市消防団 

⑥ 粕屋警察署 

⑦ その他、避難支援等の実施に関し市が必要と認める機関、団体 

⑧ 避難支援者 

 

（４）避難行動要支援者名簿情報の提供と利用に関する情報保護 

市は、避難支援等関係者及び避難支援者に名簿情報を提供する際は、避難行動要 

支援者の名簿情報の提供と利用に関する協定書【様式第７号】を締結し、適正な情報 

の管理を依頼する。なお、名簿情報とは避難行動要支援者同意者リスト及び個別計画 

のことを指す。 

 

（５）避難行動要支援者同意者、不同意者等リストの更新 

避難行動要支援者の状況は常に変化することが想定されることから、市は避難行

動要支援者の状況の把握に努め、毎年、避難行動要支援者同意者、不同意者等リスト

の更新を行う。 
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5．個別計画の策定 

（１） 個別計画の策定 

避難行動要支援者の避難及び避難生活の支援を迅速かつ的確に行うために避難行 

動要支援者一人ひとりの避難支援計画として、市は「個別計画（高齢者実態調査・避難 

行動要支援者調査）【様式第８号】」を策定する。 

策定にあたっては、避難行動要支援者本人（本人の意思表示が困難な場合はその 

家族）、近隣の住民、避難支援等関係者等が、避難行動要支援者が住む地域の災害リ 

スクを踏まえた上で、避難行動要支援者本人の意向を尊重し、避難支援者、避難場所、 

避難方法、情報伝達方法等について話し合いのもと、市が決定するものとする。 

また、避難行動要支援者の支援の状況に応じた具体的な支援方法について、必要 

に応じて、保健師又は担当介護支援専門員等の専門的な助言・支援を得ることとする。 

 

（２） 対象者 

原則として「避難行動要支援者同意者リスト」に掲載された人とする。 

 

（３）個別計画の提供先 

   第２章４．（３）と同じ 

 

（４） 個別計画の情報提供及び更新 

策定した個別計画は、避難行動要支援者を避難支援する計画のため、市と避難支援 

等関係者及び避難支援者で情報を共有する。また、情報の更新については、市が避難 

行動要支援者が住む地域の災害リスクを踏まえ、避難支援等関係者及び避難支援者 

の協力を得て、計画の内容に変更がないか等を把握し、避難支援がなされる計画を 

策定する。 
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避難行動要支援者名簿作成の情報収集元と同意の確認方法

(６ページ～７ページ参照）

要件区分 情報収集元
同意確認

方法

A　介護保険法における
    要介護３～５と認定された者

介護支援課 郵送

B  身体障がい者
・視覚障がい１、２級の人
・肢体不自由１、２、３級の人
・聴覚音声障がい２級の人
・内部障がい１、２級の人

C  知的障がい者
    療育手帳A・B

D  精神障がい者
    精神障害者保健福祉手帳１級

E  ７０歳以上のひとり暮らしの人で、
    自力避難が困難で名簿登録を希望する人

F  ７５歳以上の高齢者世帯で、
　　自力避難が困難で名簿登録を希望する人

G その他、災害時において支援が
　  必要と認められる人

福祉課
（障がい担当）

本人

避難支援等関係者
及び避難支援者

福祉課
（避難行動要支援

者担当）

窓口
または
郵送

窓口
または
郵送

避難行動要支援者避難支援の流れ

　避難行動要支援者の把握（要件区分）

市：避難行動要支援者名簿を作成【様式第１号】

市及び避難支援等関係者は名簿情報を基に、避難行動要支援者の避難を支援
※危険が迫ったら支援を打ち切り避難

A～D
要介護者、障がい者等

E～G
高齢者、支援を希望する人等

市：避難支援等関係者への名簿情報提供に関する意思を確認【様式第４号】
※名簿登録（変更）申請書【様式第２号】にて既に意思を確認している場合を除く

市：避難行動要支援者同意者リストを作成
【様式第５号】

市：避難行動要支援者不同意者等リストを作成
【様式第６号】

災害時に備え、協定を締結し避難支援等
関係者へ情報提供【様式第７号】

より実効性を高めるため、避難支援等関係者
と市が協力し個別計画を策定

【様式第８号】

避難支援等関係者へ情報提供

同意 不同意または不明

継続的な意思確認

へ平常時

名簿登録（変更）申請書【様式第２号】 名簿廃止届出書【様式第３号】

災害時
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避難行動要支援者避難支援の流れ　（６ページ～９ページ参照）

　避難行動要支援者の把握（要件区分）

市：避難行動要支援者名簿を作成【様式第１号】

市と避難支援等関係者及び避難支援者は名簿情報を基に、避難行動要支援者の避難を支援
※危険が迫ったら支援を打ち切り避難

A～D
要介護者、障がい者等

E～G
高齢者、支援を希望する人等

市：避難支援等関係者及び避難支援者への名簿情報提供に関する意思を確認【様式第４号】
※名簿登録（変更）申請書【様式第２号】にて既に意思を確認している場合を除く

市：避難行動要支援者同意者リストを作成
【様式第５号】

市：避難行動要支援者不同意者等リストを作成
【様式第６号】

災害時に備え、協定を締結し避難支援等
関係者及び避難支援者へ情報提供【様式第７号】

より実効性を高めるため、避難支援等関係者及び避
難支援者と市が協力し個別計画を策定

【様式第８号】

避難支援等関係者及び避難支援者へ情報提供

同意 不同意または不明

継続的な意思確認

へ平常時

名簿登録（変更）申請書【様式第２号】 名簿廃止届出書【様式第３号】

災害時
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第３章  
－避難支援体制の整備－ 
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第３章 避難支援体制の整備 

１．避難行動要支援者の役割（自助） 

災害時に、在宅から支援がなければ避難できない、かつ、家族等による必要な支援が

受けられない場合は、平常時から隣近所等地域とのつながりを深めておく。また、災害

時に必ず避難支援を受けられるものではないことも理解しておく。 

 

【平常時】 

（１） 古賀市総合防災マップの確認 

（２） 災害情報等をスムーズに得る手段の確認 

（３） 市防災メールへの登録 

（４） 避難行動要支援者名簿の登録申請及び情報提供への同意 

（５） 緊急連絡先の確認 

（６） 命を守るために取るべき行動の確認（家具の安全対策実施等） 

（７） 非常持出品、非常備蓄品の準備（常備薬等） 

(8) 避難経路の確認 

（９） 地域で行われる防災訓練等への参加 

（１０）その他、避難行動要支援者が必要と認めるもの 

 

【災害時】 

（１） 避難のための積極的な情報収集 

（２） 早め早めの避難行動 

（３） 避難所等へ避難が必要と判断した場合のすみやかな避難 

（４） その他、避難行動要支援者が必要と認めるもの 

 

２．避難支援等関係者及び避難支援者の役割（共助） 

平常時から、避難支援等関係者及び避難支援者は、避難行動要支援者が避難を必要

とした場合にできる限り安全かつ迅速に避難支援が行えるように、避難行動要支援者

本人とともに話し合い、あらかじめ具体的な支援方法等を決めておく個別計画の作成が

重要となる。 発災時には、まず自らの生命や身体の安全の確保を図りつつ、地域での

事前の役割分担に基づき、避難行動要支援者同意者リスト及び個別計画を活用して、避

難行動要支援者の避難支援等や安否確認を行う。なお、避難支援にあたっては、避難支

援等関係者及び避難支援者本人又はその家族等の生命と身体の安全を守ることが最優

先となるため、避難支援が必ずなされることを保証するものではなく、可能な範囲で行

うものであり、法的責任や義務を負うものではない。 

https://1.bp.blogspot.com/-_Mo8nPV2Bos/WydaErc262I/AAAAAAABMxw/P-oxub4mbPkOr-hC5EZgY81BcxmaF1OTwCLcBGAs/s800/saigai_maq_hinanjo.png
https://4.bp.blogspot.com/-xEnTQPMaMn8/UZmCFbnDzRI/AAAAAAAATbg/q5_K0il-h18/s800/shizensaigai_typhoon.png
https://4.bp.blogspot.com/-PU6osg4f9IY/VxYawK5ugHI/AAAAAAAA5_Q/CENe-rgJJVkMuBKDxyTt25nutVoc0HLBwCLcB/s800/bousai_goods.png
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【平常時】 

(１) 避難行動要支援者同意者リスト、個別計画の情報共有 

（２） 避難行動要支援者情報の収集、名簿登録への啓発、更新情報の把握 

（３） 避難行動要支援者の避難時に配慮してほしいことに応じた避難支援者の確保 

（４） 個別計画の作成支援 

～避難行動要支援者本人の意向を尊重した避難方法の検討等～ 

（５） 避難行動要支援者を含めた避難訓練等の実施 

（６） 社会福祉施設等の避難確保計画の作成 

（７） その他、避難支援等関係者及び避難支援者が必要と認めるもの 

 

【災害時】 

（１） 避難行動要支援者への避難指示等の伝達への協力 

（２） 避難経路の確保と安全な避難誘導 

（３） 避難行動要支援者の避難支援者による移送 

 (４) 避難行動要支援者の安否確認への協力 

（５） その他、避難支援等関係者及び避難支援者が必要と認めるもの 

※避難支援等関係者(公務災害補償等の対象者を除く)及び避難支援者が、災害が 

発生し又は発生の恐れが高まった場合において、支援活動に従事したことにより、 

死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合は、法第  

65 条第１項及び第 84 条第１項の規定（市が救助を指示した場合）に基づき、 

損害補償の対象となる。 

 

３．市の役割（公助） 

市は、避難行動要支援者に関する名簿情報を把握し、避難行動要支援者名簿及び避

難行動要支援者同意者リスト並びに個別計画を作成するとともに、同意を得た名簿情報

について平常時からの備えとして、避難支援等関係者及び避難支援者に提供する。さら

に、自助及び共助により避難支援につなげる必要があることから、避難行動要支援者プ

ランの周知と避難行動要支援者名簿への登録、また災害に備える啓発を進めて地域の

防災力向上を図る。また、避難所等の開設に備え、避難所等の運営マニュアルを確認し

ておく。 

 

【平常時】 

（１） 避難行動要支援者に関する名簿情報の把握 

（２） 避難行動要支援者名簿、避難行動要支援者同意者リスト、個別計画の作成 

（３） 避難支援等関係者及び避難支援者への名簿情報の提供 

（４） 避難行動要支援者プランの周知と避難行動要支援者名簿登録の啓発 

https://4.bp.blogspot.com/-0RPzOS0Bu2Y/VJ6XkwaxYQI/AAAAAAAAqNE/mr151SctTk4/s800/kurumaisu_ojiisan.png
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（５） 避難行動要支援者本人、家族、関係者に対する災害時への備えの普及啓発 

（６） 避難所等の運営マニュアルの確認 

（７） その他、市が必要と認めるもの 

 

【災害時】 

（１） 早めの避難につなげる情報の伝達 

（２） 避難支援等関係者及び避難支援者との連携 

（3） 避難行動要支援者の安否確認 

（4） 避難所等における開設及び自主運営の支援 

（5） 必要に応じて福祉避難所を開設 

（6） その他、市が必要と認めるもの 
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第４章  
－情報伝達体制－ 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

第４章 情報伝達体制 

１．防災情報の周知 

市は、平常時から古賀市総合防災マップ、避難行動要支援者同意者リスト及び個別計

画を活用し訓練しておくことが、災害時の避難行動要支援者の避難支援につながること

から、出前講座等により啓発する。また、平常時から避難行動要支援者同意者リスト及び

個別計画を活用し、避難行動要支援者の状況、避難所の場所、避難経路等を確認してお

くことが、災害時に効果を発揮することを地域で行われる防災訓練等で周知する。 

 

２．情報伝達体制の整備 

（１） 避難行動要支援者等への情報伝達 

避難行動要支援者は、避難に関する情報を自ら収集すること、また、その情報に基づ

き在宅避難や縁故避難、緊急入所、避難所への避難等を適切に判断し、その行動をとる

ことが困難な場合があるため、避難情報等必要な情報を確実に避難行動要支援者本人

や避難支援者に伝達できる手段を確保することが重要となる。 

そのため、市では、災害発生時又は災害が発生するおそれがある場合に、緊急かつ確

実に避難情報が伝達されるよう、緊急速報メールや市防災メール、防災行政無線、テレ

ビ・ラジオ等の手段の活用により、避難指示等の防災情報を提供し、避難行動要支援者

及び避難支援者の早めの避難行動につながるよう情報の伝達に努める。 

 

（２） 新たな情報伝達手段の検討 

市は、避難行動要支援者及び避難支援者の安全かつ確実な避難行動を促すことを目

的に、多様な情報伝達の手段について検討する。 
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第５章  
－避難誘導体制・安否確認－ 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

第５章 避難誘導体制・安否確認 

１．避難行動要支援者の避難支援 

（１） 避難支援等関係者及び避難支援者の安全確保 

災害発生時の避難行動要支援者の避難支援等は、避難行動要支援者名簿及び避難行

動要支援者同意者リスト並びに個別計画に基づいて、避難支援等関係者や避難支援者

また、近隣の住民等が協力して行う。避難に当たっては、身の安全を最優先とし、避難が

必要な場合はすみやかに避難所等に避難する。 

 

（２） 避難行動要支援者名簿情報の提供を受けた人に係る守秘義務の考え方 

  災害発生時に、避難行動要支援者同意者リスト及び個別計画の提供を受けた人が避

難行動要支援者の避難支援等に必要な応援を得るため、緊急に名簿情報を近隣住民等

に知らせるような場合は、法第４９条の１３により守秘義務違反に当たらない。 

 なお、平常時において避難支援等の応援を得ることを目的とした場合であっても、近

隣住民等に名簿情報を提供することはできない。 

 

２．安否確認の方法 

市は、避難行動要支援者名簿を活用し、避難支援等関係者及び避難支援者と協力して

避難行動要支援者の所在及び安否の確認を行う。なお、安否確認については様々な機

関等を含む地域全体から情報を集約し、安否確認ができる体制を整備する。 

 

（１） 避難所等での所在確認 

避難所等の避難者名簿及び避難行動要支援者名簿に基づき、避難行動要支援者の所

在、安否を確認する。 

 

（２） 在宅の避難行動要支援者の安否確認 

避難支援が及ばない避難行動要支援者がいる場合は、避難支援等関係者及び避難支

援者と協力し、避難行動要支援者名簿を活用し、在宅の避難行動要支援者の安否確認に

努める。 

 

【市が安否確認を行う方法】 

ア 避難行動要支援者名簿の活用 

イ 避難支援等関係者及び避難支援者との連携 

ウ 社会福祉施設、福祉サービス事業者等への確認 

エ その他関係する機関等への確認 



21 

 

３．避難完了後の避難行動要支援者への対応 

（１） 避難行動要支援者の引継ぎ 

避難支援等関係者及び避難支援者は、避難行動要支援者の避難完了後、名簿情報を

その後の避難生活の支援に活用するため、避難所等の運営責任者に引き継ぐものとす

る。 

 

（２） 緊急入所や医療機関等への対応 

  市は、避難所等において、避難行動要支援者のうち介護あるいは医療的ケアを要す

る人への支援が困難な場合に備えて、速やかに緊急入所や医療機関等による対応を図

るため、平常時から避難行動要支援者本人（本人の意思表示が困難な場合はその家族）、

関係機関等と協議し、受け入れ先の確保に努める。 

 

（３） 継続治療が必要な疾患を有する人への対応 

  市は、人工透析など継続治療が必要な疾患を有する避難行動要支援者については、

避難所での避難生活が困難となる場合があるため、平常時から避難行動要支援者本人

や家族、かかりつけ医、医療機関等と協議し、災害時の受け入れ先の確保に努める。 

なお、市内では、災害拠点病院として独立行政法人福岡東医療センターが指定されて

いる。 
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災害発生が予想される
状況


①避難のための情報伝達

市は、緊急速報メールや防災メール、防災行政無線、テレビ・ラジオ等の手段を活用し、避難指示等
の防災情報を提供

②避難行動要支援者の避難支援（発災又は発災のおそれが生じた場合）

●平常時に名簿情報の提供に同意した人
避難支援等関係者及び避難支援者が中心となり、避難行動要支援者同意者リスト及び個別計画に
基づき避難行動を支援する。

平常時に名簿情報の提供に不同意等の人
市が生命又は身体を保護する必要があると認めるときは、名簿情報を避難支援等関係者及び避難
支援者に提供し、避難行動を支援する。

③避難行動要支援者の安否確認の実施

避難行動要支援者名簿を活用し、避難支援等関係者及び避難支援者と連携して、避難支援が及ば
なかった避難行動要支援者の安否確認を行う。

④避難後の避難行動要支援者への対応

発災時における避難行動要支援者の支援に係る主な流れ（公助）

避難行動要支援者の避難が完了した後は、避難所等の運営マニュアルに基づき、避難行動要支援者
等の引継ぎや避難所等への移送について支援を行う。
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第６章  
－避難所等における支援－ 
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第６章 避難所等における支援 

１．避難所等の支援体制 

（１） 情報提供と周知  

市は災害時に備え、避難所等について出前講座やホームページ等により情報を提 

供するとともに、避難所等を開設した場合は、速やかに住民への周知を図るよう努め 

る。 

 

（２） 運営  

避難所等は地域住民（避難者）による自主運営が原則であるため、市は、避難行動 

要支援者の避難所等での受け入れについて、避難所の開設及び自主運営の支援など 

を行う。 

 

（３） 支援体制  

市は、指定避難所に必要に応じて福祉避難スペース（室）を設け、古賀市避難所運営 

マニュアル（令和２年６月作成）に基づき、避難行動要支援者の事情に配慮した支援を 

行う。 

 

２．福祉避難所の支援体制 

(1) 役割    

指定避難所に福祉避難スペース（室）があることから、福祉避難所は指定避難所に 

おいて生活可能な避難者は対象としておらず、必要に応じて専門的な支援や援護の 

必要性の高い避難者のために確保されるものである。 

 

（２） 支援体制  

古賀市福祉避難所運営マニュアル（令和２年９月作成）に基づき、市が運営するに 

あたり、物資・器材、人材、移送手段等において、避難行動要支援者の事情に配慮 

した支援を行う。 
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(参考）古賀市福祉避難所の指定状況

住所
電話番号

洪水 土砂災害 地震 高潮/津波

福岡県障がい者リハビリ
テーションセンター
(体育館)

千鳥３丁目１番１号
９４４－１０４１ 〇 〇 〇 〇

福岡県立古賀特別支援学校
小・中学部
（体育館・研修施設）

千鳥４丁目３番１号
９４３－８６７４ 〇 〇 〇 〇

福岡県立古賀特別支援学校
高等部
（体育館・研修施設）

千鳥３丁目４番１号
９４２－７１７５ 〇 〇 × 〇

福岡県立玄界高等学校
（剣道場、柔道場及び
多目的アリーナ）

舞の里３丁目６番１号
９４４－２７３５ 〇 〇 × 〇

古賀市保健福祉総合
センター（サンコスモ古賀）

庄２０５番地
９４２－１１５０ × 〇 〇 〇

古賀市隣保館
（ひだまり館）

新原１０５１番地６
９４３－４２２２ 〇 〇 〇 〇

※収容可能人数は有効面積の約６割で算定（１区画 約２ｍ×２ｍ）

※各災害種別の収容可能人数　　土砂災害・高潮・津波５０３人、洪水４７２人、地震２５５人

63人

185人

31人

１９人

（感染症流行時）

　（令和２年８月現在）

収容人数
災害種別（〇：使用可能、×：使用不可）

避難所名称

１00人

１05人
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第７章  
－計画の推進に向けて－ 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

第７章 計画の推進に向けて 

情報共有と計画の見直し 

本プランは、地域での避難行動要支援者に関する避難訓練等の活動、また市及び関係

機関での取り組みにおける課題や意見及びその対応等について、市関係各課で情報の

共有を図るとともに、上位計画の改訂等に応じ、適宜見直しを図る。 

 

 

 

 

 

 


